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     １月末会員数等                    編集・発行                  

 会 員 数      ２３１名     令和７年３月号   公益社団法人                         

  男性会員数 １４６名                海田町シルバー人材センター 

  女性会員数  ８５名      事務局だより     海田町つくも町６－３                   

  当月就業率  72.7％                     ℡８２３－２７３３                           

 

 

  

 

 

  
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
【今月の行事予定】 
○ 除草班会議           ３月１２日（水）9:30～ 

○ 第１２回 理 事 会      ３月１９日（水）9:30～ 

○ 草刈り講習会          ３月１７日（月）9:00～ 

                  （瀬野川河川敷） 

○ 剪定班会議           ３月２４日（月）9:30～ 

○ 剪定講習会           ３月２６日（水）・２７日（木）9:00～ 

（海田西小学校） 

○ パソコン教室          ３月２７日（木）13:30～ 

（町ポイント：１Ｐ） 

○ 海田市まつり          ３月３０日（日）9:30～ 

                  （海田小学校） 

【月例行事】 
☆入会説明会（第２・第４火曜日）   ３月１１日・２５日 13:30～ 

☆手作りの会（第１・第３水曜日）   ３月 ５日・１９日 13:30～ 

☆カラオケ同好会（第３土曜日）（町ポイント：１Ｐ） 

（第１土曜日はお休みです）３月１５日 13:00～（町民センター） 

☆グラウンドゴルフ同好会（第２・第４土曜日）（町ポイント：１Ｐ） 

              ３月 ８日・２２日 9:00～（海田東小学校） 

☆未就業相談日 毎週月曜日 13:30～15:30 

☆事務局だより４月号配布日       ３月２８日（金）10:00～ 

【シルバープラザ行事】（シルバー会員以外の参加ができます） 
◇いきいき百歳体操（町ポイント：１P）（毎週火曜日・木曜日）13:30～ 

◇書を楽しむ勉強会（町ポイント：１P）（第３金曜日） 

３月２１日（金）13:30～ 

※場所の明記のないものは，海田町シルバープラザで行います。 

★全国シルバー人材センター事業協会 安全就業スローガン(佳作)★ 

 声掛けて 目指すゴールは ゼロ災害 
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 センター会員の専用サイトの初期ＩＤとパスワードを１０月末に

送付したところですが，現在約４０名の会員に登録手続きをしてい

ただいています。 

 ４月２３日（水）に登録のための講習会（スマートフォン操作の

講習も含みます）を開催いたします。すでに登録まで済んでいる方

は応用編もあります。申込は事務局までご連絡ください。 

詳細は別紙をご確認ください。 

 今回の講習はスマートフォンをお持ちの方が対象となります。２

つ折りタイプの携帯，もしくはパソコンでの操作についてはまた別

の機会にお知らせいたします。 

 「smile to smile（スマイル トゥ スマイル）」は，事務局からの仕事の依頼

がすぐに確認できたり，お知らせも事務局だよりよりも早く情報を確認できます。 

４月からはデジタル会員証の表示や就業報告用の写真の送信もできます。 

この機会に受講していただき，smile to smile の活用をお願いいたします。 

 

 

 

 

 テキストを参考に個人毎にエクセルまたはワードの起動・画面構成などから，入力・

表作成や各種編集が学べます。その他，可能範囲が限られますが，パワーポイント，

インターネットなども含め申し込みの際に希望のテーマを伝えてください。 

 

日 時 ３月２７日（木）13：30～15：30 

場 所 シルバープラザ ２階会議室  

講 師 シルバー人材センターのパソコングループ 

定 員 ４人（個人講習形式で行います。） 

参加費 １，０００円（当日にご持参ください。） 

その他 ①対象のソフトウェアが搭載されているパ

ソコンを持参できる方。 

②ＯＳはウィンドウズのみ。 

③高齢者いきいき活動ポイント １ポイント対象です 

締 切 受講希望のある方，この事業に関心がある方，いずれも３月２１日

（金）までに事務局へ。申し込みの際にエクセル，ワードのいずれ

を希望されるかを伝えてください。 
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刈り払い機を使用した草刈りの講習会です。センターへ入会して就業することを

検討している方も対象です。草刈り機が無い方も貸し出しいたします。 

 （趣味や教養，ご自宅の作業のための技術習得を目的とした受講はできません。） 

 日  時 ３月１７日（月）9：00～12：00 

 場  所 瀬野川河川敷 

 定  員 ５人（先着順） 

 申込締切 ３月１０日（月）までに事務局へ 

 そ の 他 高齢者いきいき活動ポイント １Ｐ 

 

 

 

日  時 ３月２６日（水），２７日（木） 

9：00～15：00 

 場  所 海田西小学校グラウンド 

 申込締切 ３月２１日（金） 

 受講資格 受講後剪定班として活動をお考えの方 

 定  員 ５人（先着順） 

 そ の 他 高齢者いきいき活動ポイント １Ｐ 

      ご自分の剪定ハサミがある方はご持参ください。 

      趣味や教養，ご自宅の作業のための技術習得を目的とした受講はできま

せん。 

 

 

当センターの独自事業の「菓子工房ひまわり」と

「手作りの会（縫製一般）」が販売で参加予定です。 

 日 時 ３月３０日（日）9：30～15：30 

 場 所 海田小学校 

                            昨年も参加しました 

 

 

 

 ２月２６日（水）に開催しました。 

 シルバー保険の担当者を講師にお招きし， 

講演会「シルバー人材センター事故防止セミナー」 

として，高年齢者の事故発生状況や事故が発生する

メカニズム，作業別や日常の事故防止策についてお

話しを伺いました。 
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地域の会員同士で集い，シルバー事業に関する意見・アイデア等を話し合いまし

た。今年度６８名の参加があり，参加率は２９．４％となりました。 

内容は，フリーランス法の施行とデジタル化について事務局から説明をしました。

続いてセンター事業等について意見交換を行いました。 

 

～ いただいたご意見の一部 ～ 

 ● 班の人数が増えているため班長の負担が大きい。２つに分けてはどうか。 

 ● 就業会員募集の際に内容を詳しく記載して欲しい。 

 ● 同じ就業場所でも担当する会員によって範囲が違うことがある。 

 ● 会員同士の交流の場が無い。 

 ※ フリーランス法の施行とデジタル化について 

  ● 就業時の条件明示は年間に継続して就業する場合の明示は毎月ですか。 

   （事務局）発注者と年間契約の場合は年１回の明示になります。 

  ● 条件明示の確認をスマホやパソコンではなく，書面で明示してもらうことは

できますか。 

   （事務局）希望者に対して書面で対応します。その場合は書類の送付に日数を

要します。 

  ● 派遣就業の場合，フリーランス法の適用はありますか。 

   （事務局）ありません。 

  ● スマートフォンでの「smile to smile」操作の講習会はシルバープラザ以外

の会場での実施も検討してもらいたい。 
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理 事 会 

開催日 ２月１９日（水） 

議 題 ①正会員の入会の承認 

②令和７年度予算編成方針，事業

計画，収支予算について 

    ③特定資産の計画期間の変更につ

いて 

④支出予算の流用について 

⑤委員会等報告について 

安全対策委員会 

開催日 ２月１２日（水） 

議 題 ①年間実施計画の実施報告に

ついて 
    ②事故状況について 
    ③安全講習会について 
 

 

 

 

 

 

 ２月１７日（月）13：30 から行いました。 

会場をひまわりプラザに移しての開催でした。 

 多くの方にご参加いただき，ありがとうござい

ます。次回の会場は未定ですが，また開催します。 

 

申し込みは３月１１日（月）までに事務局へお願いします。 

なお，申し込みが多数あった場合は未就業会員を優先します。 

施設管理業務 

就業場所 海田総合公園（海田町東海田字蟻ケ原） 

就業内容 施設利用者の対応，各種料金の徴収， 

グラウンド整備 など 

就業日時 月曜～日曜・祝日 17：00～21：30 

（１か月７日間程度のローテーション就業） 

配 分 金 １回 ４，５９０円 

そ の 他 就業先駐車場あり（交通費はありません） 

     ２人１組で就業します。 
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 １月３０日（木）に第２回適正就業委員会が開催されました。 

 その中で就業の基準に関する要綱第４条第１項に基づく交替について，決定した

ことをお知らせいたします。 

  公共施設管理業務の交替について 

    令和７年度中に海田東公民館，町民センター，ひまわりプラザ，織田幹雄

スクエアの４施設において，就業期間が５年を経過する会員につきまして

は，当該就業先を希望する会員と交替していただきます。 

    当該就業先を希望する会員がいた場合，就業期間が長期にわたっている会

員から順次交替していただきます。 

  該当者には，通知文を発送いたします。ご理解とご協力お願いいたします。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

その他の内容は次のとおりです。 

  １ 令和６年１２月末現在の未就業状況について 

  ２ フリーランス法，ペナルティ制度について 

 

 

 

 託児センターひまわりランドで就業する方を対象に２月２１日に行いました。 

海田町消防団から講師をお招きし，ＡＥＤの使い方・ケガの手当など，緊急時の対

応について学びました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

規程抜粋 

  公益社団法人海田町シルバー人材センター就業の基準に関する要綱 

 第４条 継続就業会員の就業期間は１年毎とし，次年度以降の就業については， 

  適正就業委員会（以下「委員会」という。）において決定する。 

   また特別の事情が生じた場合においても委員会において決定する。 

 ２ 就業会員を他の会員と交替させるときは，２ヶ月前に承諾を得るものとす 

  る。 
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 こども家庭庁主催の「安全確保のポイントと保育

安全計画作成のための研修会」にオンラインで２月

１９日に参加しました。 

 内容は保育を行う環境が異なる場合でも安全を

確保するためのポイントについて学びました。 

 

 

 

 

 

 小学５年生から総合的な学習の時間に学んできた 

「海田の魅力」について，２月１３日に菓子工房の 

見学に来られました。 

菓子工房とのコラボレーションの提案がありました。 

 

 

 

 

 

事務局だよりの封入作業は毎月地域班長が行い，会員宅へ配

布していますが，班長以外の方でご協力いただける方を募集し

ています。事務局だより１ページに掲載の「事務局だより配布

日」にシルバー事務局へお越しください。 

 

 

 

 

 

  シルバー会員及び互助会会員の年度更新を 4月 1日に行い，令和７年度会費 

３,５００円(会費 2,500 円，互助会費 1,000 円)を各会員の郵便局口座から６月 

２０日に引き落しを行います。 

会員としての活動（就業・ボランティア活動等）がどうしても困難な方で退会

を希望される方は，３月２１日(金)までに退会届の提出をお願いします。 

会員の年度更新について 


